
 

令和７年度第５回中央区協議会（南地域分科会）次第 

 

日時：令和７年８月 22日（金）午後１時 30 分から 

会場： 五島協働センター１階 ホール 

 

 

１ 開会 

 

２ 中央区長挨拶 

 

３ 議事 

報告事項   

 馬込川水門の工事実施状況について ☞資料１ 

 

協議事項 

中央区協議会（中地域分科会）推薦会の設置等について ☞資料２ 

 

４ その他 

（１）令和７年国勢調査の実施について ☞資料３ 

 

    （２）令和７年度地域力向上事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業） 

          について ☞資料４ 

 

    （３）令和７年度第２回中央区協議会（代表会）質問・意見に対する回答につい 

     て ☞連絡１ 

 

（４）次回の開催予定 

        第６回：令和７年 ９月 16 日（火） 

第７回：令和７年 10 月 10 日（金） 

（午後１時 30 分から五島協働センター１階ホールにて） 

 

５ 閉会 

 

 

 

 



  
                                  

 

資料１   

 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  馬込川水門の工事実施状況について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

馬込川河口部の津波被害軽減のため、水門の整備工事

を実施中。 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

 

現在の整備状況について、南地域分科会に報告するも

の。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 

静岡県 

浜松土木事務所 

沿岸整備課 

担当者 徳増 智史 電話 053-458-7289 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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                                        資料２   

第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  中央区協議会（南地域分科会）推薦会の設置等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

 現中央区協議会（南地域分科会）委員の任期が令和８年

３月３１日をもって満了するため、浜松市区及び区協議会

の設置等に関する条例施行規則第３条第３項の規定に基づ

き、中央区協議会（南地域分科会）推薦会を設置するもの。 

 

※推薦会とは 

地域分科会が団体の選定及び推薦を行うにあたり、その

案を策定するために設置するもの。 

（役割）・公共的団体等の選定案の策定 

・公募委員の推薦案の策定（選考） 

・直接指名委員の推薦案の策定 

・公募委員の公募の方法の決定 等 

対象の区協議会 中央区協議会（令和７年度第５回南地域分科会） 

内  容 

 

推薦会を設置するため「中央区協議会（南地域分科会）推

薦会の設置等に関する要綱（案）」について、協議するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 南行政センター 担当者 原川 知己 電話 425-1120 
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                                        資料２   

第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  中央区協議会（南地域分科会）推薦会の設置等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

 現中央区協議会（南地域分科会）委員の任期が令和８年

３月３１日をもって満了するため、浜松市区及び区協議会

の設置等に関する条例施行規則第３条第３項の規定に基づ

き、中央区協議会（南地域分科会）推薦会を設置するもの。 

 

※推薦会とは 

地域分科会が団体の選定及び推薦を行うにあたり、その

案を策定するために設置するもの。 

（役割）・公共的団体等の選定案の策定 

・公募委員の推薦案の策定（選考） 

・直接指名委員の推薦案の策定 

・公募委員の公募の方法の決定 等 

対象の区協議会 中央区協議会（令和７年度第５回南地域分科会） 

内  容 

 

推薦会を設置するため「中央区協議会（南地域分科会）推

薦会の設置等に関する要綱（案）」について、協議するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 南行政センター 担当者 原川 知己 電話 425-1120 
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中央区協議会（南地域分科会）推薦会の設置等に関する要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則（平

成１８年浜松市規則第７７号）第３条第３項の規定に基づき、中央区協議会

（南地域分科会）推薦会（以下「推薦会」という。）の設置等について、必要

な事項を定める。 

 （委員） 

第２条 推薦会は、中央区協議会（南地域分科会）（以下、「地域分科会」とい

う。）委員５人以内で組織する。 

２ 推薦会委員は、地域分科会の指名に基づき選任する。 

３ 委員の任期は、推薦会設置の日から、令和８年３月３１日までとする。 
４ 推薦会委員は条例施行規則第２条第２項の規定による公募に応募すること

ができない。 
 （会長） 

第３条 推薦会に会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長の任期は、委員の任期による。 

４ 会長は、推薦会の事務を掌理し、推薦会を代表する。 

５ 会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときにその職務を代理す

る者をあらかじめ指名するものとする。 

（会議） 

第４条 推薦会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長

となる。  

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 前項の場合においては、議長は、推薦会委員として議決に加わる権利を有

しない。 

５ 会議は公開とする。ただし、議長又は推薦会委員の発議により、出席する

推薦会委員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会とすることがで

きる。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席し

て行う説明又は助言、資料その他の協力を求めることができる。 

７ 会議の運営に関して、この要綱に定めのない事項は、地域分科会の会議の

例によるものとする。 
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 （庶務） 

第５条 推薦会の庶務は、南行政センターにおいて処理する。 

 （細目） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年  月  日から施行する。 
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令和７年度　中央区協議会（南地域分科会）委員改選スケジュール（案）

地域分科会 推薦会

8月 8/22(金)

・推薦会要綱の制定

9月 9/16(火)

・推薦会委員の選任

10月

11月 上旬：第1回推薦会

・委員構成の検討
　（団体推薦・直接指名）
・公募委員の公募の方法決定

12月 （公募委員の募集）

1月 1/23(金) 中旬：第2回推薦会

・推薦案の議決
・公募委員の選考
・推薦案の策定
　→地域分科会に提出

2月

3月

4月 ・新委員就任
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                                        資料２   

第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  中央区協議会（南地域分科会）推薦会の設置等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

 現中央区協議会（南地域分科会）委員の任期が令和８年

３月３１日をもって満了するため、浜松市区及び区協議会

の設置等に関する条例施行規則第３条第３項の規定に基づ

き、中央区協議会（南地域分科会）推薦会を設置するもの。 

 

※推薦会とは 

地域分科会が団体の選定及び推薦を行うにあたり、その

案を策定するために設置するもの。 

（役割）・公共的団体等の選定案の策定 

・公募委員の推薦案の策定（選考） 

・直接指名委員の推薦案の策定 

・公募委員の公募の方法の決定 等 

対象の区協議会 中央区協議会（令和７年度第５回南地域分科会） 

内  容 

 

推薦会を設置するため「中央区協議会（南地域分科会）推

薦会の設置等に関する要綱（案）」について、協議するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 南行政センター 担当者 原川 知己 電話 425-1120 
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中央区協議会（南地域分科会）推薦会委員名簿（案） 

 
１ 推薦会委員                            （五十音順） 

氏  名 役職 備    考 
  中央区協議会（南地域分科会） 委員 

  中央区協議会（南地域分科会） 委員 

  中央区協議会（南地域分科会） 委員 

  中央区協議会（南地域分科会） 委員 

  中央区協議会（南地域分科会） 委員 

 
 
２ 事務局 

 課名・役職等 氏  名 
区 長 岡安 章宏 
副区長 豊田 周一 
区調整官 鈴木 和彦 

南行政センター 

所長 原川 知己 
副所長 佐藤 公俊 
主幹 森田 哲司 
副主幹 山口 典子 

 西脇 真奈 
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  資料３  

＜区協議会配付資料＞ 

浜松市文書行政課 

 

令和７年国勢調査の実施について 

 

１ 国勢調査とは 

   ・日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする、国の最も重要な統計調査 

・５年ごとに実施しており、令和７年は 22 回目（第１回は大正９年（1920 年）） 

・結果は、少子高齢化対策や防災計画の策定、将来人口の推計などに利用 

 

２ 調査の概要 

 （１）調査期日：令和７年 10 月１日（水）午前０時現在 

 （２）調査対象：我が国に常住するすべての人（外国人の方を含む。） 

 （３）調査項目：17 項目 

（氏名、男女の別、出生の年月、配偶の関係、国籍、現在の住居

における居住期間、５年前の住居の所在地、就業状態、仕事の

種類など） 

 （４）調査の流れ 

   総務省－県－市文書行政課－各区区振興課・行政センター－指導員－調査員－世帯 

 

３ 調査方法 

（１）調査書類一式の配布 

・令和７年９月 20 日から調査員が各世帯を訪問し、調査書類一式を配布 

・調査員は、市全体で約 3,800 人 

（主に自治会選出のほか、新たに公募調査員200人程度を配置） 

（２）回答方法 

  ①インターネット（スマホ、タブレット、パソコン）※詳細は別添 

  ②郵送 

  ③調査員に提出（10 月１日以降、調査員が回収） 
 

  【令和２年国勢調査の浜松市実績】 

インターネット 郵送 調査員に提出 

51.3% 40.1％ 8.6％ 

♪インターネットでの回答が、かんたん・便利でおススメです♪ 

 

４ 結果の公表時期 

  令和８年５月までに人口速報集計を、同年９月までに人口等基本集計を公表予定 
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【令和７年７月 10 日開催】  

中央区協議会代表会からの連絡事項（追加資料）                   連絡１ 

  地域課題に係る報告事項（中地域） 

 

令和７年度第２回中央区協議会（代表会） 質問・意見に対する回答 

●地域分科会からの報告事項等に関する質問・意見 

質問（意見）者 栗田 孝代 委員 

質問（意見）事項 

１ 小型ラウンドアバウトの導入について 

・導入にあたってすでに浜松市内で導入３ヶ所からこれから導入するの

に役立つ内容のアンケートを実施活用してはどうか。 

・例えば、住民への PR方法等をはじめとし、導入上での具体的な問題点

とその解決対策 

２（旧東区）ゾーン 30プラスの周知について 

・与進小前のゾーン 30プラスを利用している時に、タクシーが制限速 

度を守らず走行するのを見かけた。 

・タクシー会社に再度 PRの必要性を感じる。 

担当課（回答） 道路企画課 

回答 

１ 小型ラウンドアバウトの導入について 

これまで実施したラウンドアバウトにおきましては、本市が情報発信し

たＳＮＳ等に対するコメントや導入後の地元関係者等への聞き取り等で、

ラウンドアバウトの利用に関する感想等を情報収集しております。 

本市内において、ラウンドアバウトを設置した箇所が少ないことから、

利用にあたって戸惑う声や通行ルール等の周知を望む声も聞いており、今

後も引き続き広報活動を通じ、周知を進めてまいります。 

今後、新規に導入する箇所につきましては、事前に地元自治会を通じて

説明会や回覧にて交差点形状の変更や通行ルール等をお伝えするととも

に、先例での知見等を紹介しながら、促進普及に繋がる取り組みに努めて

まいります。 

２（旧東区）ゾーン 30プラスの周知について 

速度超過に対しましては、警察による取り締まりのほかに、一人一人が

交通安全意識を高め、交通ルール・マナーを守り安全な行動を心掛けてい

ただけるよう、本市や交通安全協会等関係団体が連携し、交通安全教育、

交通安全広報・啓発活動に取り組んでいるところであります。 

ご指摘いただいたタクシーの速度超過に関しましては、大変重要なご意

見として承りました。交通事故をなくすためには、ゾーン 30 プラスの効

果に限らずルールを遵守していただくことが重要です。 

このため、本市としましては、地元タクシー協会を通じて、各タクシー

事業者に対し、ゾーン 30プラスの趣旨や実施状況を周知してまいります。 

また、市民の皆様への広報活動としまして、本市の Xや Instagram 等の

SNS を活用し、ゾーン 30プラスの意義や遵守の重要性について、より一層

の情報発信を行ってまいります。 

これらの取り組みを通じて、ゾーン 30 プラスの効果的な運用と交通安

全の向上を図ってまいります。 

 

- 1 -


